
第１６８回 大阪府内水面漁場管理委員会 

次 第 

 

１ 日 時   令和５年２月２１日（火） 

        午後３時００分から 

         

２ 場 所   大阪府咲洲庁舎 ２３階 

内水面漁場管理委員会室 

 

３ 議 題     

(１) 大阪府内水面漁場管理委員会規程の一部改正について 

(２) 令和５年度あゆ増殖計画について 

(３) 内水面における漁場計画(案)に係る公聴会の開催について    

(４) その他      



内水面委員会資料１―１ 

 

大阪府内水面漁場管理委員会規程の一部改正について 
 

１.改正の内容 
 「大阪府内水面漁場管理委員会規程」において、漁業法改正に伴う条ずれ是正及び現行の
内水面漁場管理委員会の実態に即した文言修正を行う。 

 
・現行規程における漁業法の条項は、旧漁業法の条項のままであることから、令和２
年 12月に施行された改正漁業法の条項に是正。 
⇒旧条文第 1条・第７条 

 ・他都道府県の内水面委員会規程や本府の他行政委員会の規程等を参考に、大阪府内
水面漁場管理委員会の実態に即した内容で規定することとした。(委員会・会 の
職務・議事録に係る規定等) 
⇒新条文第２条・第３条・第４条・第８条・第１０条 

 
2.施行期日 
 改正規程は、令和５年３月１日から適用する。 
 
 



 大 阪 府 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 規 定 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る
。  

   令 和 五 年 ○ 月 ○ 日  

                 大 阪 府 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会  

会 長  辻 野  耕 實    

大 阪 府 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 規 程 第 一 号  

大 阪 府 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

 大 阪 府 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 四 十 五 年 大 阪 府 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会

規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る
。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る
。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 趣  旨 ） 

第 一 条  こ の 規 程 は
、

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年

法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 百 七 十 一 条 第 三 項

及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三

十 号 ） 第 十 五 条 並 び に 大 阪 府 条 例 等 の 公 布

に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 大 阪 府 条 例 第

四 号 ） 第 四 条 の 規 定 に 基 づ き
、

大 阪 府 内 水

面 漁 場 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う
。

） の 運 営
、

公 告 式 等 に つ い て 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る
。  

 

（ 委 員 会 ） 

第 二 条  委 員 会 は
、

委 員 八 名 を も っ て 組 織 す

る
。  

２  委 員 会 に
、

会 長 及 び 会 長 職 務 代 理 者 を 置

く
。  

３  委 員 会 に
、

専 門 の 事 項 を 調 査 審 議 さ せ る

た め
、

専 門 委 員 を 置 く こ と が で き る
。  

４  会 長 及 び 会 長 職 務 代 理 者 は
、

委 員 の 互 選

に よ っ て 決 定 す る
。  

 

（ 会 長 の 職 務 等 ）  

第 三 条  会 長 は 会 務 を 総 理 し
、

会 を 代 表 す る
。  

２  職 務 代 理 者 は
、

会 長 に 事 故 あ る と き 又 は

会 長 が 欠 け た と き そ の 職 務 を 行 う
。  

３  会 長 及 び 会 長 職 務 代 理 者 の 任 期 は 四 年 と

す る
。 （ た だ し
、

委 員 在 任 中 に 限 る
。 ） 

 

（ 会 長 の 専 決 事 項 ） 

第 四 条  会 長 は
、

次 の 事 項 を 専 決 す る こ と が

で き る
。  

 一  委 員 会 の 委 員 の 旅 行 命 令 に 関 す る こ と  

 

二  ( 略 ) 

 

（ 趣  旨 ） 

第 一 条  こ の 規 程 は
、

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年

法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 百 三 十 条 第 三 項 及

び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十

号 ） 第 二 十 六 条 並 び に 大 阪 府 条 例 等 の 公 布

に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 大 阪 府 条 例 第

四 号 ） 第 四 条 の 規 定 に 基 づ き
、

大 阪 府 内 水

面 漁 場 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う
。

） の 運 営
、

公 告 式 等 に つ い て 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る
。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 会 長 の 専 決 事 項 ） 

第 二 条  委 員 会 の 会 長 （ 以 下 「 会 長 と い う
。 」）

は
、

次 の 事 項 を 専 決 す る こ と が で き る
。    

 一  委 員 会 の 委 員 （ 以 下 「 委 員 」 と い う
。 ）、

の 旅 行 命 令 に 関 す る こ と  

二  ( 略 ) 
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附  則  

 こ の 規 程 は
、

令 和 五 年 ○ 月 ○ 日 か ら 施 行 す る
。  

（ 会  議） 

第 五 条― 第 七 条  ( 略 ) 

 

（ 議 事 録） 

第 八 条  ( 略 ) 

一  ( 略 ) 

二  ( 略 ) 

三  議 事 内 容  

 

 

 

２  議 事 録 は
、

会 長 及 び 会 長 の 指 名 す る 出 席

委 員 二 名 が こ れ に 署 名 す る も の と す る
。  

 

 

（ 公 告 式） 

第 九 条  漁 業 法 第 百 二 十 条 の 規 定 に よ る 指 示

並 び に 同 法 第 百 条 第 七 項
、

第 百 六 十 六 条 第

十 一 項 及 び 第 百 六 十 七 条 第 四 項 各 号 の 規 定

に よ る 裁 定 は
、

大 阪 府 公 報 に 登 載 し て 公 示

す る
。

た だ し
、

天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事

情 で 大 阪 府 公 報 に 登 載 す る こ と が で き な い

と き は
、

大 阪 府 庁 前 掲 示 場 に 掲 示 し て そ の

登 載 に か え る こ と が で き る
。  

 

第 十 条  前 条 の 規 定 に よ る 公 示 を し よ う と す

る と き は
、

知 事 の 事 務 部 局 の 例 に よ り 手 続 き

を 行 う も の と す る
。  

 

 

第 十 一 条― 第 十 三 条  ( 略 ) 

（ 会  議） 

第 三 条― 第 五 条  ( 略 )   

 

（ 議 事 録） 

第 六 条  ( 略 ) 

一  ( 略 ) 

二  ( 略 ) 

三  議 事 事 項  

四  議 決 の 結 果  

五  そ の 他 重 要 な 事 項  

 

２  議 事 録 は
、

会 長 及 び 会 長 の 指 名 す る 出 席

委 員 二 名 以 上 が こ れ に 署 名 す る も の と す る

。  

 

（ 公 告 式） 

第 七 条  漁 業 法 第 六 十 七 条 の 規 定 に よ る 指 示

並 び に 同 法 第 四 十 五 条 第 七 項
、

第 百 二 十 五

条 第 十 一 項 及 び 第 百 二 十 六 条 第 四 項 各 号 の

規 定 に よ る 裁 定 は
、

大 阪 府 公 報 に 登 載 し て

公 示 す る
。

た だ し
、

天 災 そ の 他 や む を 得 な

い 事 情 で 大 阪 府 公 報 に 登 載 す る こ と が で き

な い と き は
、

大 阪 府 庁 前 掲 示 場 に 掲 示 し て

そ の 登 載 に か え る こ と が で き る
。  

 

第 八 条  前 条 の 規 定 に よ る 公 示 を し よ う と す

る と き は
、

公 示 の 旨 の 前 文 及 び 年 月 日 を 記

入 し
、

そ の 末 尾 に 会 長 が 署 名 す る も の と す

る
。  

 

第 九 条― 第 十 一 条  ( 略 ) 

  



重 量 重 量 重 量 重 量

目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ

実績 ｋｇ 実績 ｋｇ 実績 ｋｇ

目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ

実績 ｋｇ 実績 ｋｇ 実績 ｋｇ

目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ

実績 ｋｇ 実績 ｋｇ 実績 ｋｇ

目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ

実績 ｋｇ 実績 ｋｇ 実績 ｋｇ

目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ

実績 ｋｇ 実績 ｋｇ 実績 ｋｇ

目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ 目標 ｋｇ

実績 ｋｇ 実績 ｋｇ 実績 ｋｇ

40

69

余野川
内 共

40 40 40

あゆ

80

60

大阪府内水面漁場管理委員会

320

130

60

60

30

令和 ５年度 あゆ漁業権漁場の目標増殖量（案）

東能勢漁協

0 0 0

100

令和２年度実績

30

0

60

0

0 0

130

0

320

69

15 46.8

115

320

0

60

大路次川
山辺川

漁 業 権 河川名 漁業権者名 漁業権魚種 令和４年度実績 令和５年度目標増殖量（案）

第１０１号 能勢町漁協 あゆ

30 30

令和３年度実績

第１０２号

止々呂美漁協 あゆ

免許番号

内 共

60

内 共

安威川第１０３号 安威川上流漁協 あゆ

60

60 60

内 共

第１０４号 芥  川 芥 川 漁 協 あゆ

130130

320
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合               計

187



( )

64 1 2
( )

   ( 67 )

   ( 64 4 5 )

   ( 67 64 6 )

   ( 69 106 170 )

   ( 70 170 )

73 106 170

67

9/1
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内水面漁場計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

令和５年 月 

 

 

 

大  阪  府 
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１ 公示番号   内共第１０１号 

 

２ 免許の内容たるべき事項 

(1) 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁 業 時 期 

第５種共同漁業 

第５種共同漁業 

あゆ漁業 ３月１日から９月３０日まで 

ます類漁業 １月１日から１２月３１日まで 

 

 (2) 漁場の位置 

    豊能郡能勢町（大路次川及び山辺川） 

 

 (3) 漁場の区域 

ア あゆ漁業 

     次の基点第１号と基点第２号を結ぶ線から基点第３号と基点第４号を結ぶ線との間の 

大路次川本流及び大路次川と山辺川の合流点から基点第７号と基点第８号を結ぶ線ま

での山辺川本流の区域。 

   イ ます類漁業 

次の基点第３号と基点第４号を結ぶ線と基点第５号と基点第６号を結ぶ線との間の大

路次川本流及び基点７号と基点８号を結ぶ線から下流の山辺川本流の区域。 

基点第１号  大阪府と兵庫県の境界（大路次川左岸） 

基点第２号  大阪府と兵庫県の境界（大路次川右岸） 

基点第３号  豊能郡能勢町柏原にある明月橋東詰め南側（大路次川左岸） 

基点第４号  豊能郡能勢町柏原にある明月橋西詰め南側（大路次川右岸） 

基点第５号  大阪府と京都府の境界（大路次川左岸） 

基点第６号  大阪府と京都府の境界（大路次川右岸） 

基点第７号  豊能郡能勢町山辺にある砂原橋南詰め西側（山辺川左岸） 

基点第８号  豊能郡能勢町山辺にある砂原橋北詰め西側（山辺川右岸） 

 

３ 関係地区 

豊能郡能勢町 

 

４ 制限又は条件 

(1)毎年４月に別に定める様式により、前年度の漁場利用状況及び増殖実績を知事に報告しなけ

ればならない。 

(2)国又は地方公共団体が施行する河川、砂防及び地すべり防止工事その他公益事業については

漁業上支障があっても不当に拒むことはできない。 
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５ 免許予定日 

   令和５年９月１日 

 

６ 申請期間 

   未  定 

 

７ 存続期間 

    令和５年９月１日から 

   令和１０年８月３１日まで 
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１ 公示番号   内共第１０２号 

 

２ 免許の内容たるべき事項 

(1) 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁 業 時 期 

第５種共同漁業 

第５種共同漁業 

あゆ漁業 ３月１日から９月３０日まで 

ます類漁業 １月１日から１２月３１日まで 

 

 (2) 漁場の位置 

    箕面市及び豊能郡豊能町（余野川） 

 

 (3) 漁場の区域 

   ア あゆ漁業 

次の基点第１号と基点第２号を結ぶ線と、基点第７号と基点第８号を結ぶ線との間の余

野川本流の区域。 

   イ ます類漁業 

次の基点第３号と基点第４号を結ぶ線と、基点第５号と基点第６号を結ぶ線との間の余

野川本流の区域。 

基点第１号  池田市と箕面市の境界（余野川左岸） 

基点第２号  池田市と箕面市の境界（余野川右岸） 

基点第３号  箕面市上止々呂美にある大向橋東詰め北側（余野川左岸） 

基点第４号  箕面市上止々呂美にある大向橋西詰め北側（余野川右岸） 

基点第５号  箕面市と豊能郡豊能町の境界（余野川左岸） 

基点第６号  箕面市と豊能郡豊能町の境界（余野川右岸） 

基点第７号  豊能郡豊能町余野にある眼鏡橋東詰め南側（余野川左岸） 

基点第８号  豊能郡豊能町余野にある眼鏡橋西詰め南側（余野川右岸） 

 

３ 関係地区    

箕面市下止々呂美及び上止々呂美並びに豊能郡豊能町 

 

４ 制限又は条件 

(1)毎年４月に別に定める様式により、前年度の漁場利用状況及び増殖実績を知事に報告しなけ

ればならない。 

(2)国又は地方公共団体が施行する河川、砂防及び地すべり防止工事その他公益事業については

漁業上支障があっても不当に拒むことはできない。 
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５ 免許予定日 

   令和５年９月１日 

 

６ 申請期間 

   未  定 

 

７ 存続期間 

   令和５年９月１日から 

   令和１０年８月３１日まで 
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１ 公示番号   内共第１０３号 

 

２ 免許の内容たるべき事項 

 (1) 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁 業 時 期 

第５種共同漁業 

第５種共同漁業 

あゆ漁業 ３月１日から９月３０日まで 

ます類漁業 １月１日から１２月３１日まで 

 

 (2) 漁場の位置 

    茨木市（安威川及び下音羽川） 

 

 (3) 漁場の区域 

   ア あゆ漁業 

次の基点第１号と基点第２号を結ぶ線と、基点第５号と基点第６号を結ぶ線との間の安

威川本流の区域。ただし、安威川ダムの建設に伴う恒久的な立ち入り制限区間について

は除く。 

 

   イ ます類漁業 

次の基点第７号と基点第８号を結ぶ線から下流の下音羽川本流及び下音羽川と安威川

の合流点から基点第３号と基点第４号を結ぶ線までの安威川本流の区域。 

基点第１号  茨木市安威四丁目にある旧長ケ橋東詰め北側（安威川左岸） 

基点第２号  茨木市安威四丁目にある旧長ケ橋西詰め北側（安威川右岸） 

基点第３号  茨木市車作にある古田井せき東端北側（安威川左岸） 

基点第４号  茨木市車作にある古田井せき西端北側（安威川右岸） 

基点第５号  大阪府と京都府の境界（安威川左岸） 

基点第６号  大阪府と京都府の境界（安威川右岸） 

基点第７号  茨木市車作にある権内井せき天場の北側（下音羽川左岸） 

基点第８号  茨木市車作にある権内井せき天場の南側（下音羽川右岸） 

 

３ 関係地区 

茨木市桑原、大門寺、生保、大岩、車作、安元、下音羽、上音羽、銭原、長谷、 

忍頂寺及び清阪 

 

４ 制限又は条件 

(1)毎年４月に別に定める様式により、前年度の漁場利用状況及び増殖実績を知事に報告しなけ

ればならない。 

(2)国又は地方公共団体が施行する河川、砂防及び地すべり防止工事その他公益事業については
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漁業上支障があっても不当に拒むことはできない。 

 

５ 免許予定日 

    令和５年９月１日 

 

６ 申請期間 

   未  定 

 

７ 存続期間 

   令和５年９月１日から 

   令和１０年８月３１日まで 
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１ 公示番号   内共第１０４号 

 

２ 免許の内容たるべき事項 

(1) 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁 業 時 期 

第５種共同漁業 

第５種共同漁業 

あゆ漁業 ３月１日から９月３０日まで 

ます類漁業 １月１日から１２月３１日まで 

 

 (2) 漁場の位置 

    高槻市（芥川） 

 

 (3) 漁場の区域 

   ア あゆ漁業 

     次の基点第１号と基点第２号を結ぶ線と、基点第５号と基点第６号を結ぶ線との間 

の芥川本流の区域。 

   イ ます類漁業 

     次の基点第３号と基点第４号を結ぶ線と、基点第５号と基点第６号を結ぶ線との間 

の芥川本流の区域。 

基点第１号  高槻市塚脇一丁目にある浮岩井せき東端北側（芥川左岸） 

基点第２号  高槻市塚脇五丁目にある浮岩井せき西端北側（芥川右岸） 

基点第３号  高槻市原にある白滝下流井せき東端北側（芥川左岸） 

基点第４号  高槻市原にある白滝下流井せき西端北側（芥川右岸） 

基点第５号  高槻市出灰にある三国橋北詰め東側（芥川左岸） 

基点第６号  高槻市出灰にある三国橋南詰め東側（芥川右岸） 

 

３ 関係地区    

高槻市塚脇一丁目、塚脇二丁目、塚脇三丁目、塚脇四丁目、塚脇五丁目、西之川原一丁目、 

西之川原二丁目、大蔵司二丁目、宮之川原元町、宮之川原二丁目、宮之川原三丁目、 

宮之川原四丁目、宮之川原五丁目、浦堂本町、浦堂二丁目、浦堂三丁目及び原 

 

４ 制限又は条件 

(1)毎年４月に別に定める様式により、前年度の漁場利用状況及び増殖実績を知事に報告しなけ

ればならない。 

(2)国又は地方公共団体が施行する河川、砂防及び地すべり防止工事その他公益事業については

漁業上支障があっても不当に拒むことはできない。 
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５ 免許予定日 

    令和５年９月１日 

 

６ 申請期間 

   未  定 

 

７ 存続期間 

    令和５年９月１日から 

   令和１０年８月３１日まで 
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１ 公示番号   内共第１０５号 

 

２ 免許の内容たるべき事項 

(1) 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

漁業種類 漁業の名称 漁 業 時 期 

第５種共同漁業 ます類漁業 １月１日から１２月３１日まで 

 

 (2) 漁場の位置 

    三島郡島本町尺代（水無瀬川） 

 

 (3) 漁場の区域 

   ア ます類漁業 

      次の基点第１号と基点第２号を結ぶ線と、基点第３号と基点第４号を結ぶ線との間 

の水無瀬川本流の区域。 

基点第１号  三島郡島本町尺代にある落合井せき東端北側（水無瀬川左岸） 

基点第２号  三島郡島本町尺代にある落合井せき西端北側（水無瀬川右岸） 

基点第３号  高槻市と三島郡島本町の境界（水無瀬川左岸） 

基点第４号  高槻市と三島郡島本町の境界（水無瀬川右岸） 

 

３ 関係地区 

三島郡島本町尺代 

 

４ 制限又は条件 

(1)毎年４月に別に定める様式により、前年度の漁場利用状況及び増殖実績を知事に報告しなけ

ればならない。 

(2)国又は地方公共団体が施行する河川、砂防及び地すべり防止工事その他公益事業については

漁業上支障があっても不当に拒むことはできない。 

 

 

５ 免許予定日 

   令和５年９月１日 

 

６ 申請期間 

   未  定 

 

７ 存続期間 

    令和５年９月１日から 

   令和１０年８月３１日まで 
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大阪府内水面漁場管理委員会 公聴会の開催について（案） 

 

 

 日 時  令和５年３月１７日（金）１５時００分から１５時３０分 

 

 場 所  大阪府庁咲洲庁舎２３階 内水面委員会室 

 

 内 容  「内水面における漁場計画（案）」について 

 

 

 

内水面委員会資料３―３ 


